
　当社は、全社でPDCA（PlanｰDoｰCheckｰAction）サ
イクルを回すことを通じて経営品質の向上に取り組み、さま
ざまなステークホルダー（利害関係者）の皆さまへの社会的責
任を果たしていきたいと考えています。一般的なCSRとは
異なる、当社独自の取り組みを「DSR＝Dai-ichi’s Social 

Responsibility（第一生命グループの社会的責任）」と表現し
ています。「第一生命の絆」報告書（DSRレポート）は、DSR

の視点から事業活動を報告し、ステークホルダーの皆さま
とコミュニケーションを図ることを目的に発行しています。
　当社の経営基本方針である「持続的な企業価値の創造」「最
大のお客さま満足の創造」｢社会からの信頼確保｣「職員・会社
の活性化」の実現に向けた取り組みを分かりやすくお伝えで
きるよう努めました。
　本報告書に掲載のない情報は、ホームページやディスク
ロージャー誌「第一生命の現状2011」等を通じ公開してい
ます。あわせてご参照ください。

編集方針

名称 第一生命保険株式会社
The Dai-ichi Life Insurance Company,Limited

創立 1902年（明治35年）9月15日

本社所在地 〒100-8411　東京都千代田区有楽町1-13-1
TEL：03-3216-1211（代表）

代表取締役社長 渡邉 光一郎

従業員数 56,908名
（内勤職員 13,381名、営業職員 43,527名）

営業拠点数 支社 84、営業オフィス等 1,278
（2011年4月1日現在）

資産状況 総資産　　　　　30兆8,696億円

負債状況 保険契約準備金　28兆1,908億円

純資産状況 資本金・資本準備金　　4,204億円

子会社等
保険事業および保険関連事業　24社
資産運用関連事業　　　　　　17社
総務関連・その他事業　　　　 10社

経営理念 お客さま第一主義  「一生涯のパートナー」

経営基本方針

持続的な企業価値の創造
最大のお客さま満足の創造
社会からの信頼確保
職員・会社の活性化

グループ
ビジョン いちばん、人を考える会社になる。

会社概要（2011年3月末現在）

掲載している内容は特に記載のない限り本誌発行時点における情報です。

参照ガイドライン

Web ▶ISO26000内容索引／GRIガイドライン内容索引／日本経営品質賞

・  「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3版」 
（Global Reporting Initiative）
・ ISO26000「社会的責任に関する手引」
・  「2011年度版日本経営品質賞アセスメント基準書」 
（日本経営品質賞委員会）

報告の対象範囲
期間   2010年度（2010年4月～2011年3月）の活動内容を中心に、 

2011年度の展開や方針についても一部報告しています。
組織   第一生命保険株式会社 

（活動内容に応じて子会社・関連会社を含めています。）

発行時期
2011年8月
前回：2010年9月　次回：2012年8月（予定）

※ 連結業績については、第一生命、第一フロンティア生命の単純合計数値を記載しています。
※ ソルベンシー・マージン比率については、第一生命単体実績を記載しています。

連結主要業績
2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期

経営成績 （億円）
経常収益 52,252 52,940 45,715

第一生命単体 51,828 43,315 43,084

経常利益 633 1,882 811

第一生命単体 1,091 1,936 789

当期純利益 218 556 191

第一生命単体 655 608 169

財務状況 （億円）
総資産 304,446 321,042 322,978

第一生命単体 300,222 308,224 308,696

純資産 5,799 9,641 7,318

第一生命単体 6,198 10,003 7,664

健全性指標 （億円）
基礎利益 3,181 3,779 2,735

第一生命単体 3,608 3,301 2,759

EEV（ヨーロピアン・エンベディッド・バリュー） 17,584 28,363 24,403

第一生命単体 17,959 28,680 24,796

ソルベンシー・マージン比率 768.1% 953.5% 983.9%

格付け
（株）格付投資情報センター（保険金支払能力格付け） A＋
（株）日本格付研究所（保険金支払能力格付け） A＋
スタンダード・アンド・プアーズ（保険財務力格付け） A

フィッチ・レーティングス（保険会社財務格付） A

※  2011年7月31日現在のものであり、将来的には変化することがあります。
※  格付けは保険金支払い等について格付会社が保証するものではありません。
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